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【確定給付企業年金】 

 
確定給付企業年金に係る監査について 

 

確定給付企業年金に係る監査について、地方厚生局長宛に、平成 22年 11月 1日付厚生労働省

年金局長通知『確定給付企業年金法に基づく監査の実施について』が発出されました。 

当該通知は、DB 法に基づく監査に関する実施要綱を定めた旨、地方厚生局長に周知させるも

のです。以下では、この監査実施要綱の概要等についてご案内申し上げます。 

なお、厚生労働省には、この監査実施要綱に基づく監査が今年度から実施されることを確認し

ておりますので申し添えます。 
 
 

1.監査の類型と実施対象・実施方式・実施手順・結果通知 
 
 一般監査  特別監査 

 書面監査 実地監査  
 
実施対象 

 
企業年金実施から概ね 3 年

を経過している事業主・基

金。(管内の事業主数・基金

数を勘案して厚生局毎に選

定。) 

 
書面監査の記載内容を踏ま

え、さらに事実関係等を確

認する必要があると認めら

れる事業主・基金。 

 
①加入者等から法令違反の

疑いがある等の通報があ

った事業主・基金のうち、

特別監査が必要と認めら

れる事業主・基金。 
 
②一般監査の実地監査で、

是正又は改善の命令を行

った事業主・基金のうち、

特別監査が必要と認めら

れる事業主・基金。 

 
 
実施方式 

 
実施対象に、様式を送付し、

記入・提出を求める。 

 
実施対象の事業所・事務所

に赴き、関係帳簿等の閲覧、

関係者からの聴取を行う。 

 
実施対象の事業所・事務所

に赴き、関係帳簿等の閲覧、

関係者からの聴取を行う 

 
 
実施手順 

 
実施対象に対し、様式とと

もに監査通知が送付され

る。 

通知到達から概ね 1 ヵ月間

で様式を記入・提出する。 

 

 
実施対象に対し、監査実施

日の概ね 1 ヵ月前に実地監

査通知が送付される。 

 
実施対象に対し、監査実施

日の概ね 1 ヵ月前に特別監

査通知が送付される。 

書類改ざん等の恐れがある

場合、通知は直前に行われ

ることもある。 
 
結果通知 

 
様式提出後、概ね 2 カ月以

内に文書により通知。 

 

 
実地監査終了後、概ね 1 ヵ

月以内に文書により通知。 

 
特別監査終了後、概ね 1 ヵ

月以内に文書により通知。 

 
 
 
 

年金信託部 

 

 
 

住住信信  年年金金情情報報  
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（平成２２年１１月９日）  

http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/101109dbkansatsuuchi.pdf.pdf


Sumitomo trust & banking co., ltd. 2 

 
 
 

2.書面監査の様式の記載事項について 
 

書面監査の様式の記載事項には、加入者に関する事項(加入者数 他)や給付に関する事項(支給

件数、支給総額 他)など、事業報告書の記載事項と重複するものが含まれております。 

また、この他、加入者原簿の備付状況や業務概況の周知状況、あるいは未請求者への対応など、

基本的な運営に関する事項が含まれておりますので、この機会に改めて対応状況を確認しておく

のが適当と思われます。 

 

 

以上 

 


